
医師の働き方改革の準備は、万全ですか
令和５年度 医師の働き方改革Web研修会

令和６年２月８日（木）19：05～20：35 Web開催

講師 医療労務管理支援事業（厚生労働省委託事業）スーパーバイザー 新屋 尋崇
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進行予定

１．36協定について

２．医師の研鑽の取扱いについて

３．宿日直許可の取得及び取得後の注意点

４．令和６年４月以降の労務管理のポイント

５．時間外労働時間の短縮（勤怠システム、時短計画など）

６．タスクシフトへの取組み（他県の事例、特定行為など）

７．長期的な展望（2036年への道のり）
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36協定（様式改正）

■令和６年４月１日～

特定医師に関する36協定の届出には、医師以外を含め、

様式第９号の４（特別条項なし）又は第９号の５（特別条項あり）

を用います。

※ 参考

現在は、様式第９号（一般条項）、第９号の２（特別条項の場合）

様式第９号の４（適用猶予）です。
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厚生労働省資料 医師の
時間外労働の上限規制の
解説 より
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厚生労働省資料 医師の
時間外労働の上限規制の
解説 より
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ポイント

• 時間外労働が限度時間（月45時間、年360時間）を超えない場合は、
様式第９号の４（特別条項なし）の協定届を届け出ます。

• 臨時的に限度時間を超えて労働させる場合には、様式第９号の５（特
別条項あり）の協定届が必要です。

• 様式第９号の５は、限度時間内の時間外労働についての届出書（１枚
目）と、限度時間を超える時間外・休日労働についての届出書（２枚
目・３枚目）の３枚の記載が必要です。
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一般条項

• 対象期間における１日、１か月（※）、１年（※）について労働時間を延長して

労働させることができる時間又は労働させることができる休日等を協定します。

（※）原則となる時間外労働の限度時間（月45時間、年360時間）の範囲

で協定します。

チェックボックス

（副業・兼業先での労働時間も合わせて）時間外・休日労働は、

１か月：水準問わず100時間未満（面接指導による例外あり）

１年 ：Ａ水準 960時間以内／連携Ｂ水準、Ｂ水準、Ｃ水準 1,860時間以内

チェックボックス

（副業・兼業先での労働時間も合わせて）１か月の時間外・休日労働の合計が

100時間以上となる場合の措置
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様式第９号の４ 厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/
stf/newpage_35595.html
より（一部改）

変更箇所



特別条項

• 時間外労働の限度時間（月45時間、年360時間）を超えて時間外・休日
労働を行わせる必要がある場合は、特別条項として、さらに以下を協定します。

⾃院で臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合における
１か月の時間外・休日労働の合計時間数：水準問わず100時間未満（面接指導による例外あり）

１年の時間外・休日労働の合計時間数：Ａ、連携Ｂ 960時間以内／Ｂ、Ｃ 1,860時間以内の範囲

限度時間を超えて労働させることができる場合 限度時間を超えた労働に係る割増賃⾦率

限度時間を超えて労働させる場合における⼿続き

限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康および福祉を確保するための措置

チェックボックス

連携Ｂ、Ｂ、Ｃ水準医療機関で対象業務に従事する医師について、勤務間インターバルの
確保等による休息時間の確保

9



10

限度時間内の時間外労働についての届出書
厚生労働省資料 医師の働き方改革
2024年４月までの⼿続きガイド より
（一部改）

様式第９号の５

医師以外を含め、
同様式で届出ます

必要に応じて、同ガイ
ドのP31～P41をご確
認ください。



11

限度時間を超える時間外・休日労働についての届出書
厚生労働省資料 医師の
働き方改革 2024年４月
までの⼿続きガイド より
（一部改）様式第９号の５

× 業務の都合上必要なとき
× 業務上やむを得ないとき

回数制限は無し
（MAX12回）
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限度時間を超える時間外・休日労働についての届出書
厚生労働省資料 医師の
働き方改革 2024年４月
までの⼿続きガイド より
（一部改）様式第９号の５

（参考）



13

限度時間を超える時間外・休日労働についての届出書
厚生労働省資料 医師の
働き方改革 2024年４月
までの⼿続きガイド より
（一部改）様式第９号の５

（参考）



14

限度時間を超える時間外・休日労働についての届出書
厚生労働省資料 医師の
働き方改革 2024年４月
までの⼿続きガイド より
（一部改）様式第９号の５

（参考）
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限度時間を超える時間外・休日労働についての届出書 厚生労働省資料 医師の
働き方改革 2024年４月
までの⼿続きガイド より
（一部改）

様式第９号の５

要チェック
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限度時間を超える時間外・休日労働についての届出書 厚生労働省資料 医師の
働き方改革 2024年４月
までの⼿続きガイド より
（一部改）

様式第９号の５

（参考）



進行予定

１．36協定について
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医師の研鑽に係る労働時間の考え方（原則）

１ 所定労働時間内において、医師が、使用者に指示された勤務場所
（院内等）において研鑽を行う場合は、当然に労働時間になります。

２ 所定労働時間外に行う医師の研鑽は、

① 診療等の本来業務と直接の関連性なく、かつ、

② 上司の明示・黙示の指示によらずに行われる

限り、在院であっても、一般的に労働時間に該当しません。
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医師の研鑽に係る労働時間の考え方（類型）

１ 一般診療における新たな知識、技能の習得のための学習

２ 博士の学位を取得するための研究及び論文作成、

専門医を取得するための症例研究や論文作成

３ ⼿技を向上させるための⼿術の見学

それぞれ基本的な考え方が示されていますが、いずれも、

「上司の明示・黙示の指示なく」、「業務上必須でなく」、

「⾃由な意思に基づいて」、行われることが必要です。
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⼿続の整備（例）

・ 本来業務及び本来業務に不可欠な準備・後処理の

いずれにも該当しないこと

・ 研鑽を行わないことについて制裁等の不利益がないこと

・ 研鑽を上司として指示しておらず、本来業務及び本来業務に不可欠な
準備・後処理等の業務から離れてよいこと

について、上司と研鑽を行う医師との間で確認を行うことなどが考えられます。
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環境整備のために講ずることが望ましい措置

ア 研鑽場所と勤務場所を分ける、研鑽を行う場合には白衣を着用せずに
行うこと等、外形的に明確に見分けられる措置を講ずること

イ 労働時間に該当しない研鑽に対する考え方、⼿続等を明確化し、書面
等に示すとともに、関係者に周知すること

ウ ⼿続についての記録を保存すること（保存期間を定めること。）
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通知等

「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について」

（令和元年7月1日付基発0701第9号厚生労働省労働基準局長通知）

「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え
方についての運用に当たっての留意事項について」

（令和元年7月1日付基監発0701第1号厚生労働省労働基準局監督課
長通知）（令和6年1月15日改正）
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いきサポ
ホームページ

「大学の附属病院等に勤務する医師
の研鑽について」が追加されました。
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宿日直許可とは

次の労働者には、労働基準法で定める労働時間、休憩、休日の規定が
適用されません。（労働基準法第41条）

〇農業、水産業の事業に従事する者

〇管理監督者、機密の事務を取り扱う者

〇監視、断続的労働従事者（★）

〇断続的な宿日直勤務者（★）

（★）所轄の労働基準監督署長の許可を受けることが条件です。

24



宿日直許可とは

宿日直中の勤務実態が、労働密度が低く十分な休息をとること
が可能と認められる場合には、労働基準監督署から「宿日直許
可」を得ることができます。

宿日直に従事する時間は労働時間ですが、宿日直許可の対
象となった業務に従事する時間は、労働基準法の労働時間規
制の対象から除外されます。

宿日直許可の回数は、原則（例外あり）、同一医師の宿直
が週1回、日直が月1回以内です。許可回数を超えて宿日直
に従事させた場合、超過分について通常の労働としての取扱が
必要です。
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厚生労働省資料 医師の
働き方改革 2024年４月
までの⼿続きガイド より



対象となる業務は

許可の対象となるかどうかは、次のような基準に沿って総合的に判断
されます。

通常業務とは異なる、軽度または短時間の業務であること

救急患者の診療など、通常業務と同等の業務が発生することは
あっても、その頻度がまれであること

宿直の場合は、相当の睡眠設備があり、夜間に十分な睡眠を取
り得ること

通常業務の延長ではなく、通常の勤務時間の拘束から完全に開
放された後の業務であること

尚、医療機関全体でなく、一部の診療科や時間帯、業務の種類等
を限った形でも申請できます。
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厚生労働省資料 医師の
働き方改革 2024年４月
までの⼿続きガイド より
（一部改）



宿日直中に従事する業務

一般の宿日直業務（定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えて
の待機等を目的とするもの）以外には、特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間
の業務に限ります。

例えば以下の業務等をいいます。

・ 医師が、少数の要注意患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等
（軽度の処置を含む。以下同じ。）や、看護師等に対する指示、確認を行うこと

・ 医師が、外来患者の来院が通常予定されない休日・夜間（例えば非輪番日など）
において、少数の軽症の外来患者や、かかりつけ患者の状態の変動に対応するため、問
診等による診察等や、看護師等に対する指示、確認を行うこと

尚、通常と同態様の業務（例えば突発的な事故による応急患者の診療又は⼊院、患
者の死亡、出産等への対応など）がまれにあり得るとしても、一般的には、常態としてほ
とんど労働することがない勤務と認められれば、宿日直の許可は可能です。
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取得後の注意点（適切な労務管理）

例えば．．．

許可を受けた宿日直中に、「通常と同態様の業務」をまれに行った場合、
その時間については、上限規制との関係では労働時間として算定するとと
もに、本来の賃⾦（割増賃⾦が必要な場合は割増賃⾦も）を支払う必
要があります。

．．．ということは、例えば、兼業・副業先医療機関において、（派遣医
師等の）雇用契約書等に基本給を定めておく必要があることになります。
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宿日直許可事例、ＦＡＱについて

厚生労働省の、医療機関の宿日直許可申請に関する相談窓口（URL）

宿日直許可申請に関する解説資料（参考事例）、

医療機関の宿日直許可申請に関する相談窓口ＦＡＱ

もダウンロードできます。

29



進行予定

１．36協定について

２．医師の研鑽の取扱いについて

３．宿日直許可の取得及び取得後の注意点

４．令和６年４月以降の労務管理のポイント

５．時間外労働時間の短縮（勤怠システム、時短計画など）

６．タスクシフトへの取組み（他県の事例、特定行為など）

７．長期的な展望（2036年への道のり）

30



31

厚生労働省
ホームページ より



厚生労働省資料 医師の
時間外労働の上限規制の
解説 より
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※医師の派遣先の医療機関でも、その
医師の派遣元（副業・兼業先）での
労働時間を⾃己申告等により把握して
おく必要があることとなります。

労働時間の通算は、医師の⾃己申告等に基づき行います。

適切な労務管理が行われるよう、医療機関においては、副業・
兼業先における勤務予定や労働時間を把握するためのルール
や⼿続きを明確化することが必要です。

具体的な労働時間の通算方法
や、副業・兼業を把握するための
ルールや⼿続きについては、 「副
業・兼業の促進に関するガイドラ
イン」を参照してください。

厚生労働省
ホームページ より
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動画！

動画！

資料！

いきサポ
ホームページ

2024年４月以
降、特例水準の
医療機関では履
行遵守が求めら
れることから、開
始前の今年度中
から試行運用等
により、問題点が
ないか確認をお願
いいたします。



資料・動画
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クリック！

いきサポ
ホームページ



面接指導や医療監視の資料・動画

36

動画！

動画！

資料！

資料！

いきサポ
ホームページ



勤務間インターバルの資料・動画
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動画！

動画！

資料！

資料！

いきサポ
ホームページ



面接指導

■2024年４月から、時間外・休日労働が月100時間以上となることが見込
まれる特定医師が受ける新しい“面接指導”が始まります。

■従来の労働安全衛生法に基づく面接指導とは異なる仕組みですので、医
療機関では新たに実施体制を構築する必要があります。

■この面接指導が行われないまま、特定医師に月100 時間以上の時間外・
休日労働をさせた場合、当該労働が36協定で定めた「特別延長時間の上
限」の範囲内であったとしても、労基法違反となります。

■なお、必要な面接指導を実施しなかった場合には医療法違反となり、
2024年４月以降、面接指導の実施は、医療法第25条に基づく立⼊調査
（医療監視）の確認項目となります。
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管理者（副業・兼業先含む）の義務

・面接指導対象医師に対し、面接指導を実施すること

・面接指導実施医師に、面接指導に必要な情報を提供すること

・面接指導実施後、健康確保措置についての面接指導実施医師の意見を
聞くこと

・必要なときは、面接指導対象医師の健康確保のため、労働時間の短縮、
宿直の回数の減少、その他の適切な措置を行うこと

・面接指導、面接指導実施医師の意見、健康確保措置の内容を記録、
保存すること 等
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面接指導の対象者（面接指導対象医師）

・時間外・休日労働が（⾃院と副業・兼業先の医療機関で労働時間を通
算し、通算した時間外・休日労働が）月100時間以上となることが見込ま
れる特定医師が対象です。

・Ａ～Ｃのどの水準が適用されているかにかかわらず対象になります。

・対象者が面接指導を希望しているかどうかにかかわらず実施する必要があ
ります。

・対象者には面接指導を受ける義務があります。

40



面接指導を行う医師（面接指導実施医師）

・面接指導は面接指導実施医師が行います。当該医師になるためには以
下が必要です。

面接指導対象医師が勤務する病院又は診療所の管理者でないこと

「面接指導実施医師養成講習会」の受講を修了していること

（※）上記を満たしていれば産業医でなくても面接指導実施医師になれま
す。また、面接指導実施医師になるためには、産業医であっても上記を満た
す必要があります。なお、面接指導実施医師が面接指導対象医師の直接
の上司とならないような体制を整備することが望ましいとされています。
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面接指導実施時期

・原則として時間外・休日労働が100時間以上となる前に実施する必要があります。

・A水準適用医師は、疲労の蓄積（※）が認められなければ、月の時間外・休日労働
が100時間以上となった後遅滞なく実施することも可能です。

※一定の疲労蓄積が認められる場合とは下記のいずれかに該当した場合です。

いずれにも該当しない場合には、疲労の蓄積が認められないものとして差し支えありません。

① 前月の時間外・休日労働時間数：100時間以上

② 直近２週間の１日平均睡眠時間：６時間未満

③ 疲労蓄積度チェック：⾃覚症状がIV又は負担度の点数が４以上

④ 面接指導の希望：有
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「安衛法」、「副業・兼業」との関係

・これまで行われてきた労働安全衛生法（安衛法）に基づく面接指導

（いわゆる「産業医面談」）についても、医療法および労働基準法に

基づく面接指導が実施され、かつ、（安衛法の面接指導を別途受けること
を希望せず）その結果の書面が医療機関の事業者に提出されれば、改め
て行う必要はありません。

・勤務している医療機関の１つで面接指導を受けた場合、他の医療機関に
面接指導の結果を証する書面を提出すると、当該書面の提出を受けた医
療機関の面接指導実施義務が果たされたこととなるため、当該医療機関は
改めて面接指導を実施する必要はありません。
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44

厚生労働省資料 医師の
働き方改革 2024年４月
までの⼿続きガイド より

必要に応じて、同ガ
イドのP21～P28を
ご確認ください。



面接指導実施の流れ

・時間外・休日労働が100 時間見込み

・管理者より、面接指導対象医師の勤務の状況、睡眠の状況、疲労の蓄積の状況、心身の状況

等の確認

※ 時間外・休日労働時間や「労働者の疲労蓄積⾃己診断チェックリスト」等による行うことを想定。

面接までを行うものではありません。

・管理者より、面接指導実施医師に対し、面接指導対象医師の氏名と上記各情報を提供

・面接指導実施医師より、面接指導対象医師に対し、面接指導を実施

※ 面接指導の一連の流れの中で、面接指導対象医師にヒアリングする等して、勤務の状況、睡眠

の状況、疲労の蓄積の状況、心身の状況等を確認します。

・⾃院の管理者・事業者や他院の管理者・事業者に面接指導の結果を証明する書面を提出

※ 受け取った書面は、管理者と事業者が５年間保管します。(電子媒体による保存も可能）

・管理者・事業者による健康確保措置
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進行予定

１．36協定について

２．医師の研鑽の取扱いについて

３．宿日直許可の取得及び取得後の注意点

４．令和６年４月以降の労務管理のポイント

５．時間外労働時間の短縮（勤怠システム、時短計画など）

６．タスクシフトへの取組み（他県の事例、特定行為など）

７．長期的な展望（2036年への道のり）
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厚生労働省資料
医師の働き方改革
2024年４月までの
⼿続きガイド より
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いきサポ
令和４年度 勤務
環境改善に向けた好
事例集 掲載ページ
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いきサポ
令和４年度 勤務
環境改善に向けた好
事例集 掲載ページ
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厚生労働省資料
医師の働き方改革
2024年４月までの
⼿続きガイド より



医師の業務の見直し

• 診療科ごとの体制ではなく、交代で１日当直当たり２人体制とし、宿日直しない診療科はオンコール体制とする

• 宿日直を担う医師の範囲の拡大（短時間勤務医師や中堅以上医師の参画）

• 当直明けの勤務負担の軽減

• 外来の機能分化（紹介・逆紹介の活性化）

• 複数主治医制の導⼊

• 主治医チーム制の導⼊

• 病院総合医の配置

• カンファレンスの勤務時間内実施や所要時間の短縮

• 当直帯の申し送り時間帯を設定

• 病状説明の勤務時間内実施と患者・家族への周知徹底

• クリティカルパスの作成等による業務の標準化

• 研修医の学習環境の向上（経験の見える化による効果的な業務配分等）
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医師労働時間短縮
計画作成ガイドライン
第１版より



その他の勤務環境改善

• 音声⼊力システムを導⼊してカルテの一部を⾃動作成

• スマートフォン等からの電子カルテ閲覧及び⼊力システム導⼊

• Web 会議 システム、院内グループウェアの活用

• 副業・兼業先の労働時間も踏まえた勤怠管理システムの導⼊

• 医師が短時間勤務等を希望した場合に受け⼊れ、活用できる環境がある

• 子育て世代の医師が働きやすい環境を整備（短時間勤務、時差出勤、変形労働時間制の導⼊、宿日直の免除等）

• 院内保育・病児保育・学童保育・介護サービスの整備や利用料補助等

• 地域の病院間での機能分化（救急の輪番制の導⼊等）

• 診療所の開所日・時間拡大による救急対応の分散

• 開業医による病院外来支援

• 病院診療所間の双方向の診療支援

• 介護、福祉の関係職種との連携等

• 患者相談窓口の設置（クレームを受けた場合のサポート体制の充実）
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医師労働時間短縮
計画作成ガイドライン
第１版より



進行予定

１．36協定について

２．医師の研鑽の取扱いについて

３．宿日直許可の取得及び取得後の注意点

４．令和６年４月以降の労務管理のポイント

５．時間外労働時間の短縮（勤怠システム、時短計画など）

６．タスクシフトへの取組み（他県の事例、特定行為など）

７．長期的な展望（2036年への道のり）
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タスク・シフト／シェアとは

「業務の移管」や「業務の共同化」 ☜ いわばチーム医療の発展

全ての医療専門職それぞれが、⾃らの能力を活かし、より能動的に対応できる
ようにします。

例えば、看護師が判断可能な範囲（裁量）を拡大することで、患者へのタイ
ムリーな対応を可能とし、患者に提供する医療の質を向上させます。

例）特定行為研修を受けた看護師が、医師の作成した⼿順書により、

医師の判断を待たずに特定行為を実施。

56診療の補助のうち、行為・判断の難易度が共に相対的に高い、法令で定める38行為

特定の医師の仕事を他の職種に分散することで、
医師への業務の集中を軽減することにつながります。
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看護師の特定行為研修
制度 ポータルサイトより
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厚生労働省
ホームページ より
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【⼿順書の記載事項】

1.看護師に診療の補助を行わせる患者の病状

の範囲

2.診療の補助の内容

3.当該⼿順書に係る特定行為の対象となる患者

4.特定行為を行うときに確認すべき事項

5.医療の安全を確保するために医師又は歯科

医師との連絡が必要となった場合の連絡体制

6.特定行為を行った後の医師又は歯科医師に

対する報告の方法

特定行為に係る⼿順書例集 より



医師との協働の事例集（R5.3）

１、修了者の的確な気づき・評価で急変時のコールが減少
２、他診療科の糖尿病併存患者への介⼊拡大により、早期治療に貢献

３、⼿術等で医師が病棟不在の時も必要な処置・治療をタイムリーに実施

４、研修医がいない地方病院で医師の業務効率がアップ
５、複数の修了者を1つの部門に配置し医師は業務が軽減し、高リスク者に注力

６、短期間で多くの修了者を養成し医師からのタスクシフトが急進
７、救命救急センターにて、ヒヤリハットが減少し、医師の仮眠時間が増加

８、修了者が麻酔科医師のアシスタントとなり、術中麻酔の効率性アップと質の担保に貢献

９、定期的に行う気管カニューレ交換と褥瘡処置を修了者にシフト
10、医師の処置を理解して調整できる修了者は診療所での心強いパートナー
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いきサポ
協働の事例集
掲載ページ

看護師の特定行為研修の
修了者に関する

医師向け



多職種のタスク・シフト／シェア

例えば．．．

臨床検査技師 ☞ 病棟や外来での採血業務

薬剤師 ☞ 病棟や⼿術室での薬剤の管理、薬物療法に関する説明

医師事務作業補助者等 ☞ 診断書等の書類の下書き、症例データの登録

患者さんの搬送
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進め方

タスク・シフト／シェア業務の適切な推進のための院内ルールを定めます。

多職種からなる役割分担を推進するための委員会又は会議で検討します。

タスク・シフト/シェアの推進に関する検討会において特に推進するとされている事
項等のうち、タスク・シフト/シェアできていない項目は必須で進めます。
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医師の働き方改革を進めるための
タスク・シフト/シェアの推進に関す
る検討会 議論の整理

特定行為研修修了者の活用等



進め方（続き）

その他の医師の労働時間短縮に効果的なタスク・シフト／シェアを検討又は実
施します。

タスク・シフト／シェアの実施に当たり、関係職種へ説明会や研修を開催します。

（業務を受ける側の理解や、特定行為修了者の組織内の位置付け等も）

タスク・シフト／シェアについて、患者への説明を院内掲示等で実施します。

（ユニフォームの変更や、時間外の病状・⼿術の説明はしない等も）
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現行制度の下で実施可能な範
囲におけるタスク・シフト/シェアの
推進について（医政発0930
第16号令和３年９月30日）
日本看護協会ホームページより



令和４年度勤務環境改善に向けた好事例集

【タスク・シフト/シェア 】

・医師事務作業補助者の配置

・看護補助者の配置

・特定行為研修修了看護師の配置

・病棟・外来薬剤師の配置

・その他、他職種へのタスク・シフト/シェア

【医師間の業務整理及びタスク・シフト/シェア】

・宿日直体制の見直し

・チーム制の導⼊/奨励

・周術期管理
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いきサポ
好事例集掲載ページ



進行予定

１．36協定について

２．医師の研鑽の取扱いについて

３．宿日直許可の取得及び取得後の注意点

４．令和６年４月以降の労務管理のポイント

５．時間外労働時間の短縮（勤怠システム、時短計画など）

６．タスクシフトへの取組み（他県の事例、特定行為など）

７．長期的な展望（2036年への道のり）
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66

新しい時代の働き
方に関する研究会
報告書 参考資料
より
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国立社会保障・人口問題研究所
都道府県・市区町村別の男女･年齢（5歳）階級別将来推計人
口-『日本の地域別将来推計人口』（令和５（2023）年推計）
より
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令和２年度厚生労
働省委託事業「医療
勤務環境改善マネジ
メントシステムの普及
促進等事業」医療機
関の働き方改革セミ
ナー 資料１より
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新しい時代の働き
方に関する研究会
報告書 参考資料
より
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方に関する研究会
報告書 参考資料
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新しい時代の働き
方に関する研究会
報告書 参考資料
より
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令和２年度厚生労
働省委託事業「医療
勤務環境改善マネジ
メントシステムの普及
促進等事業」医療機
関の働き方改革セミ
ナー 資料１より
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令和２年度厚生労
働省委託事業「医療
勤務環境改善マネジ
メントシステムの普及
促進等事業」医療機
関の働き方改革セミ
ナー 資料１より
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いきサポ
ホームページ



2035年度末で、連携B・B水準が廃止予定

タスク・シフト／シェアの推進

☞ 医師による教育・検証等も

医療用DXの導⼊

☞ 業務効率化、医療情報の地域における有効活用、遠隔医療推進

人材確保

☞ 高齢者の短時間での雇用も
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厚生労働省
ホームページ



当初A水準で検討していた医療機関等

時間外・休日労働が、2024年度内に960時間を超える可能性等

☟

評価センターへの、2023年度の申請は書類審査のみでしたが、

2024年度はどうなるのか（医療機関への訪問があるのか）

また、初回審査では対象外として対応不要だったことについても、どうなるのか

☟

評価センターへの申請後に行われる都道府県の医療審議会等の開催時期は

2024年度はどうなるのか
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急性期の医療（救急医療）

・救急で搬送される患者の大多数は、今後「高齢者」の可能性大

（急性期病床は人的配置も多く、短期間での退院・転院を想定）

・救急で来院する患者は、「高齢者」で病気（疾病）も多く持つことも

（認知症併発の可能性もあります）

・完全治癒には時間がかかります

（受皿としてのかかりつけ医、あるいは回復期・慢性期の病床を持つ医療

機関への転院が必要です）

☟

地域での医療機関としての選択と集中が必要となります
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今後医療機関として「選択」と「集中」が必要

・地域での⾃院の立場を理解し、何を残しますか

・また、何を選択しますか

これらを考え、地域で必要なものに資源等を投資することが必要です

☞ それが最終的に医療機関として生き残る道ではないかと思われます

さらに、地域での人口構成の変化により、５年後・10年後の医療を考える

必要があり、同時にその方針に沿った設備投資・人材確保なども考慮する

必要があります。
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宮崎県医療勤務環境改善支援センター

TEL：0985-20-1211

FAX：0985-27-6550

〒880-0023 宮崎市和知川原1丁目101
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ホームページ



ご清聴ありがとうございました

新屋 尋崇

医療労務管理支援事業（厚生労働省委託事業）スーパーバイザー

鹿児島県医療勤務環境改善支援センター 医療労務管理アドバイザー

特定社会保険労務士

産業カウンセラー

認定登録 医業経営コンサルタント

医療労務コンサルタント
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